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平成 11 年 8 月 9 日 登記 所有権移
転 法務局 大藏神社　倉敷市五日市字金本 392 番　境内地　383  

               ㎡

平成 11 年 4 月 25 日 承認
境内神社
移転
規則変更

神社本庁

１、移転する境内神社の名称　　　　　　　　　　　
　　船越神社
２、移転後の所在地　　
　　都窪郡早島町大字早島 215 番地 5　　　　　　　
３、移転後の境内地　158 ㎡ 55　　　　　　　　 　
４、規則中変更する事項　　　　　　　　　　　　　
　　第 40 条中「船越神社」都窪郡早島町大字早島　
　　438 番地」を「船越神社」　都窪郡早島町大字早
　　島 215 番地 5 に変更する。　

　　　　〃 承認
建物及び
工作物移
して改築
及び新築

神社本庁

１、移して改築する建物　　　　　　　　　　　　　
　　境内神社船越神社本殿、同拝殿。　　　　　　　
２、新築する工作物　　　　　　　　　　　　　　　
　　境内神社船越神社手水鉢、同社号標、同幟石（二
　　本）。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　〃　　 承認 財産処分 神社本庁 売却　都窪郡早島町大字早島字市場 438 番地　境内
　　　 地 94 ㎡

　　　　〃 承認 境内地模
様替 神社本庁 区域の変更　都窪郡早島町大字早島字市場前 215 番 5

　　　　　　山林 158 ㎡ 55

平成 12 年 6 月 19 日 認証 規則変更 岡山県
規則の変更については、宗教法人法第 28 条第 1 項の
規定により認証。
第 40 条　船越神社　都窪郡早島町大字早島 215 番地
　　　　　5　

平成 13 年 8 月 28 日 承認 規則変更 神社本庁 変更する事項
第 14 条中総代「16 人」を「21 人」に変更する。

平成 13 年 10 月 22 日 認証 規則変更 岡山県
規則の変更については、宗教法人法第 28 条第 1 項の
規定により認証。
第 14 条本神社に総代 21 人を置く。

平成 16 年 9 月 10 日 承認 主要建物
改築 神社本庁 改築する建物

境内神社天満宮本殿、同拝殿。

平成 16 年 11 月 30 日 承認 財産処分 神社本庁 売却　都窪郡早島町大字前潟字船本 164 番の内（地
上立木共）境内地 8 ㎡ 34　

　　　　〃 承認 主要建物
改築 神社本庁 移して改築する建物

境内神社恵美須神社社殿。

平成 17 年 8 月 23 日 承認 主要建物
改築 神社本庁 改築する建物

境内神社厳島神社社殿。

平成 18 年 12 月 8 日 承認
主要建物
移築及び
新築及び
改築

神社本庁

移築する建物
本殿、境内神社八幡神社本殿。
新築する建物
祝詞殿（本殿及び境内神社八幡神社本殿に各一棟）
改築する建物
鶴﨑神社、境内神社八幡神社両幣殿（神饌所、神具庫、
神務室を含む。一棟）、同拝殿（祭具庫、祈祷受付室
を含む。一棟）

第 5 章　神職・総代と事務第 3 節　事　務

平成 11 年 3 月 26 日 承認 神社合併 神社本庁
　　　　土神　　　　　　　　　　　　　　　　　　
荒神社　都窪郡早島町大字前潟 164 番地　火之迦具
　　　　土神　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大藏神社　倉敷市五日市 392 番地　日本武命

　　　　〃 承認 規則変更 神社本庁

創立する境内神社　　　　　　　　　　　　　　　
船越神社　都窪郡早島町大字早島 438 番地　船越大
　　　　　 神　117 ㎡ 70　　　　　　　　　　　　
荒神社　都窪郡早島町大字早島 682 番地　火之迦具
　　　　 土 神　385 ㎡ 33　　　　　　　　　　　　
荒神社　都窪郡早島町大字前潟 164 番地　火之迦具
　　　　 土 神　404 ㎡ 60　　　　　　　　　　　　
大藏神社　倉敷市五日市 392 番地　日本武命　　　
　　　　　 343 ㎡ 20　
規則中変更する事項　　　　　　　　　　　　　　　
第 40 条の末尾に次の通り加える。　　　　　　　　
船越神社　都窪郡早島町大字早島 438 番地　　　　
荒神社　　都窪郡早島町大字早島 682 番地　　　　
荒神社　　都窪郡早島町大字前潟 164 番地　　　　
大藏神社　倉敷市五日市 392 番地　　　　　

平成 11 年 4 月 26 日 認証 神社合併 岡山県

宗教法人「天満宮」及び宗教法人「厳島神社」を宗教
法人「鶴﨑神社」に合併することについて、宗教法人
法第 39 条第 1 項の規定により認証。　　　　　　　
第 40 条の末尾に次のとおり加える。　　　　　　　
厳島神社　岡山県都窪郡早島町大字早島 2329 番地　
天満宮　　岡山県都窪郡早島町大字早島 1815 番地

平成 11 年 4 月 26 日 認証 神社合併 岡山県
都窪郡早島町大字早島 2329 番地　宗教法人厳島神社
都窪郡早島町大字早島 1815 番地　宗教法人天満宮を
鶴﨑神社へ合併 

平成 11 年 6 月 6 日 登記 神社合併 法務局
都窪郡早島町大字早島 2329 番地　宗教法人厳島神社
都窪郡早島町大字早島 1815 番地　宗教法人天満宮を
鶴﨑神社へ合併

平成 11 年 6 月 9 日 認証 神社合併 岡山県

宗教法人「船越神社」、宗教法人「荒神社」、宗教法人「荒
神社」及び宗教法人「大藏神社」を宗教法人「鶴﨑神社」
に合併することについて、宗教法人法第 39 条第 1 項
の規定により認証。　　　　　　　　　　　　　　
第 40 条の末尾に次のとおり加える。　　　　　　　
船越神社　都窪郡早島町大字早島 438 番地　　　　
荒神社　　都窪郡早島町大字早島 682 番地　　　　
荒神社　　都窪郡早島町大字前潟 164 番地　　　　
大藏神社　 倉敷市五日市 392 番地

平成 11 年 6 月 24 日 登記 神社合併 法務局

都窪郡早島町大字早島 438 番地　宗教法人船越神社
都窪郡早島町大字早島 682 番地　宗教法人荒神社
都窪郡早島町大字前潟 164 番地　宗教法人荒神社　
倉敷市五日市 392 番地　宗教法人大藏神社を鶴﨑神
社へ合併　

平成 11 年 8 月 9 日 登記 所有権移
転 法務局

合併により鶴﨑神社へ所有権移転　　　　　　　　　
船越神社　  都窪郡早島町大字早島字市場 438 番　　
　　　　　      境内地　94 ㎡ 
厳島神社　　都窪郡早島町大字早島字弁才天 2329 番
　　　　　　   境内地　939 ㎡ 　　　　　　　　　
天満天神社  都窪郡早島町大字早島字松ヶ岡 1815 番
　　　        境 内 地　682 ㎡　　　　　　　　　　   
荒神社　　　都窪郡早島町大字前潟字船本 164 番　  
                      境内地　487 ㎡ 　　　　　　　　　
荒神社　　   都窪郡早島町大字早島字無津 682 番
                      境内地　449 ㎡


